
水土里ネット日野川流域
み ど り

　令和6年12月14日、臨時総代会終了後改良区設立50周年記念式典を行いました。

　これまで事業を推進された先人の皆様方や今日までご指導を頂いた関係機関の皆様方のお蔭と心より感謝申し

上げます。組合員の皆様の負託に応えるべく、引き続き適正な運営や事業推進に努めて参りますので、どうぞ

よろしくお願いを申し上げます。　

日野川流域土地改良区
50周年記念式典を開催しました

西田理事長から感謝状贈呈西田理事長　あいさつ

日野川流域土地改良区だより　令和7年6月1日発行 第32号

（日野川流域土地改良区）
水土里ネットは土地改良区の愛称です

水土里ネット日野川流域
み ど り

〒520-2531 滋賀県蒲生郡竜王町山之上 5775
【TEL】0748-57-1717　【FAX】0748-57-1718
【e-mail】mail-box@hinogawa.or.jp　【URL】https://hinogawa.or.jp



理事長挨拶

日野川流域土地改良区

理事長　西田 秀治

　謹啓　平素は、日野川流域土地改良区の運営に格別のご理解ご協

力を賜りありがとうございます。

　昨年のかんがい期は7月末から厳しい暑さが続きましたことから7

月30日から8月26日まで夜間の節水節電運転を中断させて頂きまし

て24時間連続して送水をさせて頂き、無事にかんがい期を終了させ

て頂きました。琵琶湖や蔵王ダムのかんがい施設の威力を十二分に

発揮出来たものとありがたく思っておりますし、節水・節電にご協

力頂きました組合員の皆様に厚くお礼を申し上げます。

　また、かんがいの途上ではサージタンク配管の漏水や第2段揚水

機場電動機集電部の焼損と予期のできない故障が発生しました。基

幹水利施設管理事業や水利施設整備事業の補正予算を賜りながら復

旧を進めさせて頂きますので更なるご協力をお願い申し上げます。

　令和7年度の概算要求が発表されまして昨年の10月16日、17日と

滋賀県、滋賀県土連、議員連盟、滋賀協議会で農林水産省、財務省

へ要望活動をさせて頂きました。食料農業農村基本法が改正されま

して、新たに「施設の保全」という言葉が入れられました。施設を

適正に保全するためには、高止まりする電気代等の維持管理に対す

る支援拡充をお願いしています。また、遠隔操作（水管理施設）に

使用しているＮＴＴの専用回線が令和11年3月末をもって終了され

ると通知されており農政局や滋賀県とも打合せを進めております。

また、農林水産省には水管理施設の更新については、県営施設も一

体的に整備ができるように制度の拡充をお願いしています。今後と

も、当土地改良区の運営に一層のご理解とご協力をお願い申し上げ

ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年６月吉日
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令和５年度一般会計収支決算

令和５年度発電事業特別会計収支決算

（単位：円）

科目（款） 決算額 科目（款） 決算額

発電事業収入 発電事業費

特定資産運用収入 特定資産積立支出

雑収入 他会計繰出金

特定資産取崩収入 合　計

他会計繰入金

繰越金

合　計

収　入 支　出

科目（款） 決算額

土地改良事業収入

附帯事業収入

特定資産運用収入

補助金等収入

交付金収入

寄付金収入

業務受託料収入

雑収入

借入金収入

特定資産取崩収入

固定資産売却収入

他会計繰入金

繰越金

合計

収　入

（単位：円）

科目（款） 決算額

土地改良事業費支出

一般管理費支出

土地改良事業負担金支出

借入金返済支出

支払利息

固定資産取得支出

特定資産積立支出

雑支出

他会計繰出金

予備費

合計

支　出

理事長挨拶

日野川流域土地改良区

理事長　西田 秀治

　謹啓　平素は、日野川流域土地改良区の運営に格別のご理解ご協

力を賜りありがとうございます。

　昨年のかんがい期は7月末から厳しい暑さが続きましたことから7

月30日から8月26日まで夜間の節水節電運転を中断させて頂きまし

て24時間連続して送水をさせて頂き、無事にかんがい期を終了させ

て頂きました。琵琶湖や蔵王ダムのかんがい施設の威力を十二分に

発揮出来たものとありがたく思っておりますし、節水・節電にご協

力頂きました組合員の皆様に厚くお礼を申し上げます。

　また、かんがいの途上ではサージタンク配管の漏水や第2段揚水

機場電動機集電部の焼損と予期のできない故障が発生しました。基

幹水利施設管理事業や水利施設整備事業の補正予算を賜りながら復

旧を進めさせて頂きますので更なるご協力をお願い申し上げます。

　令和7年度の概算要求が発表されまして昨年の10月16日、17日と

滋賀県、滋賀県土連、議員連盟、滋賀協議会で農林水産省、財務省

へ要望活動をさせて頂きました。食料農業農村基本法が改正されま

して、新たに「施設の保全」という言葉が入れられました。施設を

適正に保全するためには、高止まりする電気代等の維持管理に対す

る支援拡充をお願いしています。また、遠隔操作（水管理施設）に

使用しているＮＴＴの専用回線が令和11年3月末をもって終了され

ると通知されており農政局や滋賀県とも打合せを進めております。

また、農林水産省には水管理施設の更新については、県営施設も一

体的に整備ができるように制度の拡充をお願いしています。今後と

も、当土地改良区の運営に一層のご理解とご協力をお願い申し上げ

ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年６月吉日
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（単位：円）

一般会計 発電会計 内部取引消去 合計

Ⅰ 資産の部

１ 流動資産

現金及び預金

現金及び預金

未収賦課金等

未収経常賦課金

その他未収金

短期未収金

短期未収金

一時繰替運用貸付

流動資産合計

２ 固定資産

基本財産

基本財産合計

特定資産

所有土地改良施設

受託土地改良施設使用収益権

建設改良積立資産

財政調整積立資産

職員退職給付引当積立資産

役員退任慰労金積立資産

転用決済金積立資産

修繕引当資産

施設維持管理積立資産

特定資産合計

その他固定資産

建物

車両運搬具

器具備品

適正化事業拠出金

防災減災機能等強化事業拠出金

長期未収賦課金等

長期未収経常賦課金

グリ－ン近江農業協同組合出資金

滋賀蒲生町農業協同組合出資金

その他固定資産合計

固定資産合計

３ 繰延資産

繰延資産合計

資産合計

Ⅱ 負債の部

１ 流動負債

未払金

適正化事業拠出金短期未払金

防災減災機能等強化事業拠出金短期未払金

一時繰替運用借入

流動負債合計

科　　　　　目

　貸　 借　 対　 照　 表　 総　 括　 表　

令和6年3月31日現在

　貸　 借　 対　 照　 表　 総　 括　 表　

令和6年3月31日現在
（単位：円）

一般会計 発電会計 内部取引消去 合計科　　　　　目

２ 固定負債

全国土地改良事業団体連合会資金借入金

水田･畑作経営所得安定対策等支援事業借入金

適正化事業拠出金長期未払金

防災減災機能等強化事業拠出金長期未払金

土地改良施設取得長期未払金

職員退職給付引当金

役員退任慰労引当金

修繕引当金

固定負債合計

負債合計

Ⅲ 正味財産の部

１ 指定正味財産

補助金等

所有土地改良施設受贈益

補助金等計

指定正味財産合計

（うち特定資産への充当額）

２ 一般正味財産

（うち特定資産への充当額）

正味財産合計

負債及び正味財産合計

（記載上の注意）　当該事業年度の決算額のみを計上する。
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（単位：円）

一般会計 発電会計 内部取引消去 合計

Ⅰ 資産の部

１ 流動資産

現金及び預金

現金及び預金

未収賦課金等

未収経常賦課金

その他未収金

短期未収金

短期未収金

一時繰替運用貸付

流動資産合計

２ 固定資産

基本財産

基本財産合計

特定資産

所有土地改良施設

受託土地改良施設使用収益権

建設改良積立資産

財政調整積立資産

職員退職給付引当積立資産

役員退任慰労金積立資産

転用決済金積立資産

修繕引当資産

施設維持管理積立資産

特定資産合計

その他固定資産

建物

車両運搬具

器具備品

適正化事業拠出金

防災減災機能等強化事業拠出金

長期未収賦課金等

長期未収経常賦課金

グリ－ン近江農業協同組合出資金

滋賀蒲生町農業協同組合出資金

その他固定資産合計

固定資産合計

３ 繰延資産

繰延資産合計

資産合計

Ⅱ 負債の部

１ 流動負債

未払金

適正化事業拠出金短期未払金

防災減災機能等強化事業拠出金短期未払金

一時繰替運用借入

流動負債合計

科　　　　　目

　貸　 借　 対　 照　 表　 総　 括　 表　

令和6年3月31日現在

　貸　 借　 対　 照　 表　 総　 括　 表　

令和6年3月31日現在
（単位：円）

一般会計 発電会計 内部取引消去 合計科　　　　　目

２ 固定負債

全国土地改良事業団体連合会資金借入金

水田･畑作経営所得安定対策等支援事業借入金

適正化事業拠出金長期未払金

防災減災機能等強化事業拠出金長期未払金

土地改良施設取得長期未払金

職員退職給付引当金

役員退任慰労引当金

修繕引当金

固定負債合計

負債合計

Ⅲ 正味財産の部

１ 指定正味財産

補助金等

所有土地改良施設受贈益

補助金等計

指定正味財産合計

（うち特定資産への充当額）

２ 一般正味財産

（うち特定資産への充当額）

正味財産合計

負債及び正味財産合計

（記載上の注意）　当該事業年度の決算額のみを計上する。
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（単位：円）

Ⅰ  資産の部
１  流動資産

(1)  現金及び預金 49,325,645
(2)  未収賦課金等 1,071,880
(3)  その他未収金 0
(4)  短期未収金 251,652,446
一時繰替運用貸付 90,000,000

流動資産合計 392,049,971
２  固定資産

(1)  基本財産 0
(2)  特定資産 8,242,398,356
(3)  その他固定資産 5,268,578

固定資産合計 8,247,666,934
３  繰延資産

繰延資産合計 0
資産合計 8,639,716,905

Ⅱ  負債の部
１  流動負債

未払金 197,128,601
適正化事業拠出金短期未払金 2,376,000
防災減災機能等強化事業拠出金短期未払金 2,310,000
一時繰替運用借入 90,000,000

流動負債合計 291,814,601
２  固定負債

(1)  全国土地改良事業団体連合会資金借入金 277,000,000
適正化事業拠出金長期未払金 960,000
防災減災機能等強化事業拠出金長期未払金 5,970,000
職員退職給付引当金 87,409,666
役員退任慰労引当金 4,879,297
修繕引当金 8,400,000

固定負債合計 384,618,963
負債合計 676,433,564

Ⅲ  正味財産の部 7,963,283,341

（記載上の注意）　金額欄のうち右の２列には仕切り線を入れ、款の計、さらに部の計を表記すること。

国営滋賀協議会　会計管理

（資産）

国営滋賀協議会緊急対策整備事業基金 5,363,708

（負債）

国営滋賀協議会緊急対策整備事業基金引当金 5,363,708

科　　　　　　　　　目 金　　　　額

財　　産　　目　　録
令和6年3月31日現在 １．基本方針

　日野川の流域2市2町に拓けた約5,000ヘクタールの農地に国営及び県営かんがい排水事業等によって造成

された農業水利施設は、農作物の生産には不可欠な農業用水を供給する機能を有しています。併せて、洪水

防止や地下水の涵養、地域に安らぎをもたらす豊かな生物生息環境、伝統的な農村風景の保全や防火用水と

しての活用など、多面的機能を有しています。

　これらの機能を健全に保全し、次世代に受け継いでいく必要があります。このため組合員の間で培われて

きた協働力と国などの補助事業制度を活用し、農業水利施設の適正な維持管理と計画的な保全整備を進め、

効率的で安定的な農業生産を実現し、近代的農業経営に資することが本土地改良区の責務であります。

　国においては、食料・農業・農村基本法の改正を踏まえ、食料安全保障の強化、環境と調和のとれた食料

システムの確立、農業の持続的な発展、農村の振興等を図るため、農業の構造転換の実現に向けた施策を初

動の5年間で集中的に実行するとともに、農林水産業の持続可能な成長を推進するための施策となっています。

　特に、日野川地区においては、水稲栽培等を中心とした農業生産を持続的に維持すると共に農業農村を豊

かにする多面的機能を有効に発揮させるためには、健全な農業水利施設の保全管理が不可欠と言えます。し

かしながら、これら施設は造成後すでに数十年が経過し、突発的な故障・事故等が発生しつつあることから

国や県による施設の機能診断を進め施設の機能保全計画が策定されています。

　この策定結果に基づき、農業水利施設の戦略的な保全管理と機能強化を図るために本土地改良区では、平

成25年度に国営施設機能保全事業（令和4年度完了）、平成27年度に県営水利施設等保全高度化事業に着手し

施設の長寿命化対策等の推進を図り、更新費用の低減や維持管理費用の抑制に努めます。

　なお、令和6年8月には大規模地震発生の可能性が平常時に比べて相対的に高まったことから、南海トラフ

地震臨時情報が初めて発表され緊張が走りました。日野川地区においても、南海トラフ巨大地震をはじめと

する地震災害等に備える必要があります。地震によって農業水利施設が被害を受け、農用地や農業以外に被

害を及ぼすことの無いよう、関係市町等と連携した初動対応と業務の継続、施設の耐震調査を推進します。

　次に、電気料金については、近年起きている燃料受給の逼迫やウクライナ情勢の緊迫化並びに急激な円安

により燃料費調整単価が高騰し、令和3年度の1億5千万円余りであったものが令和4年度以降は2億円を超えて、

5千万円以上の増高となっている状況です。本土地改良区のかんがい施設は、電力使用に大きく依存している

ことから運営に深刻な影響を受けています。このことから、維持管理の補助事業である基幹水利施設管理事業、

水利施設管理強化事業費枠の確保及び事業制度の拡充並びに電力料金高騰対策支援事業の継続、併せて農事

用電力制度の継続や料金制度に対する要請が必要となります。また、組合員による一層の節水・節電対策の

啓発に努めることや再生可能エネルギーの賦課金の減免制度の活用を図ります。併せて、国営事業で設置さ

れた太陽光発電設備を用いて売電や電気料金の節減対策に向けた知恵や工夫に傾注した管理に努めます。

　次に、水管理施設で使用しているNTT専用回線サービスが令和11年3月末をもってサービス提供の終了が計

画されています。この専用回線サービスが終了すると当地区の全44回線が全て使用できなくなることから、

広域に配置されている揚水機場・頭首工・分水工などへの遠方監視制御が中央管理所からできなくなり用水

の一括管理に支障をきたす状況です。更には、専用回線サービスの終了時には、現在の水管理施設は約20年

となることから更新時期を迎えてくる状況です。このことから、水管理施設の更新を進めていくため事業化

に向けた検討を行います。

　次に、土地改良長期計画の中で、女性理事の割合について令和7年までに「10％以上の目標」が設定され、

女性理事を登用しました。引き続き、幅広い意見により新たな「気づき」でこれからの土地改良区運営の活性

化に繋げていきます。

　また、国、県の指導の下、本土地改良区の財産状況を日常的に的確に把握し、適正・透明な運営、円滑な

施設管理の実施のために複式簿記会計の適正な実施を図ります。更に、監査の一部を外部に委託し第三者か

らの指導を受け、リスクの回避、軽減をします。

　引き続き、賦課金滞納者の状況を把握すると共に必要に応じて滞納処分を実施し、未収賦課金の回収に努

めます。

令和７年度　事業計画

水土里ネット日野川流域だより　2025.6.16



（単位：円）

Ⅰ  資産の部
１  流動資産

(1)  現金及び預金 49,325,645
(2)  未収賦課金等 1,071,880
(3)  その他未収金 0
(4)  短期未収金 251,652,446
一時繰替運用貸付 90,000,000

流動資産合計 392,049,971
２  固定資産

(1)  基本財産 0
(2)  特定資産 8,242,398,356
(3)  その他固定資産 5,268,578

固定資産合計 8,247,666,934
３  繰延資産

繰延資産合計 0
資産合計 8,639,716,905

Ⅱ  負債の部
１  流動負債

未払金 197,128,601
適正化事業拠出金短期未払金 2,376,000
防災減災機能等強化事業拠出金短期未払金 2,310,000
一時繰替運用借入 90,000,000

流動負債合計 291,814,601
２  固定負債

(1)  全国土地改良事業団体連合会資金借入金 277,000,000
適正化事業拠出金長期未払金 960,000
防災減災機能等強化事業拠出金長期未払金 5,970,000
職員退職給付引当金 87,409,666
役員退任慰労引当金 4,879,297
修繕引当金 8,400,000

固定負債合計 384,618,963
負債合計 676,433,564

Ⅲ  正味財産の部 7,963,283,341

（記載上の注意）　金額欄のうち右の２列には仕切り線を入れ、款の計、さらに部の計を表記すること。

国営滋賀協議会　会計管理

（資産）

国営滋賀協議会緊急対策整備事業基金 5,363,708

（負債）

国営滋賀協議会緊急対策整備事業基金引当金 5,363,708

科　　　　　　　　　目 金　　　　額

財　　産　　目　　録
令和6年3月31日現在 １．基本方針

　日野川の流域2市2町に拓けた約5,000ヘクタールの農地に国営及び県営かんがい排水事業等によって造成

された農業水利施設は、農作物の生産には不可欠な農業用水を供給する機能を有しています。併せて、洪水

防止や地下水の涵養、地域に安らぎをもたらす豊かな生物生息環境、伝統的な農村風景の保全や防火用水と

しての活用など、多面的機能を有しています。

　これらの機能を健全に保全し、次世代に受け継いでいく必要があります。このため組合員の間で培われて

きた協働力と国などの補助事業制度を活用し、農業水利施設の適正な維持管理と計画的な保全整備を進め、

効率的で安定的な農業生産を実現し、近代的農業経営に資することが本土地改良区の責務であります。

　国においては、食料・農業・農村基本法の改正を踏まえ、食料安全保障の強化、環境と調和のとれた食料

システムの確立、農業の持続的な発展、農村の振興等を図るため、農業の構造転換の実現に向けた施策を初

動の5年間で集中的に実行するとともに、農林水産業の持続可能な成長を推進するための施策となっています。

　特に、日野川地区においては、水稲栽培等を中心とした農業生産を持続的に維持すると共に農業農村を豊

かにする多面的機能を有効に発揮させるためには、健全な農業水利施設の保全管理が不可欠と言えます。し

かしながら、これら施設は造成後すでに数十年が経過し、突発的な故障・事故等が発生しつつあることから

国や県による施設の機能診断を進め施設の機能保全計画が策定されています。

　この策定結果に基づき、農業水利施設の戦略的な保全管理と機能強化を図るために本土地改良区では、平

成25年度に国営施設機能保全事業（令和4年度完了）、平成27年度に県営水利施設等保全高度化事業に着手し

施設の長寿命化対策等の推進を図り、更新費用の低減や維持管理費用の抑制に努めます。

　なお、令和6年8月には大規模地震発生の可能性が平常時に比べて相対的に高まったことから、南海トラフ

地震臨時情報が初めて発表され緊張が走りました。日野川地区においても、南海トラフ巨大地震をはじめと

する地震災害等に備える必要があります。地震によって農業水利施設が被害を受け、農用地や農業以外に被

害を及ぼすことの無いよう、関係市町等と連携した初動対応と業務の継続、施設の耐震調査を推進します。

　次に、電気料金については、近年起きている燃料受給の逼迫やウクライナ情勢の緊迫化並びに急激な円安

により燃料費調整単価が高騰し、令和3年度の1億5千万円余りであったものが令和4年度以降は2億円を超えて、

5千万円以上の増高となっている状況です。本土地改良区のかんがい施設は、電力使用に大きく依存している

ことから運営に深刻な影響を受けています。このことから、維持管理の補助事業である基幹水利施設管理事業、

水利施設管理強化事業費枠の確保及び事業制度の拡充並びに電力料金高騰対策支援事業の継続、併せて農事

用電力制度の継続や料金制度に対する要請が必要となります。また、組合員による一層の節水・節電対策の

啓発に努めることや再生可能エネルギーの賦課金の減免制度の活用を図ります。併せて、国営事業で設置さ

れた太陽光発電設備を用いて売電や電気料金の節減対策に向けた知恵や工夫に傾注した管理に努めます。

　次に、水管理施設で使用しているNTT専用回線サービスが令和11年3月末をもってサービス提供の終了が計

画されています。この専用回線サービスが終了すると当地区の全44回線が全て使用できなくなることから、

広域に配置されている揚水機場・頭首工・分水工などへの遠方監視制御が中央管理所からできなくなり用水

の一括管理に支障をきたす状況です。更には、専用回線サービスの終了時には、現在の水管理施設は約20年

となることから更新時期を迎えてくる状況です。このことから、水管理施設の更新を進めていくため事業化

に向けた検討を行います。

　次に、土地改良長期計画の中で、女性理事の割合について令和7年までに「10％以上の目標」が設定され、

女性理事を登用しました。引き続き、幅広い意見により新たな「気づき」でこれからの土地改良区運営の活性

化に繋げていきます。

　また、国、県の指導の下、本土地改良区の財産状況を日常的に的確に把握し、適正・透明な運営、円滑な

施設管理の実施のために複式簿記会計の適正な実施を図ります。更に、監査の一部を外部に委託し第三者か

らの指導を受け、リスクの回避、軽減をします。

　引き続き、賦課金滞納者の状況を把握すると共に必要に応じて滞納処分を実施し、未収賦課金の回収に努

めます。

令和７年度　事業計画
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２．事業計画

　（１）県営水利施設等保全高度化事業の促進を図ります。（日野川地区）

　（２）市町との連携による基幹水利施設管理事業により施設機能の適正な発揮を図ります。（日野川地区　

第１段揚水機場、第２段揚水機場、蔵王ダム）

　（３）市町との連携による水利施設整備事業により施設の長寿命化と省力化を図ります。（日野川地区　第

１段揚水機場、第２段揚水機場、蔵王ダム）

　（４）水利施設管理強化事業の実施により農業水利施設の有する多面的機能の適正な発揮を図ります。（日

野川地区）

　（５）土地改良施設維持管理適正化事業、小規模土地改良事業の実施により施設の整備を図ります。

　（６）農業水路等長寿命化・防災減災事業の実施により施設の整備を図ります。

　（７）施設の機能診断に基づく機能保全計画の策定や防災減災対策の推進に努めます。

　（８）利水調整規程に基づき適切な農業用水の配水とため池の有効利用及び節水・節電対策に取り組んだ送

水に努めます。

　（９）再生可能エネルギー（太陽光発電）事業に取り組みます。

　（10）農業水利施設の省エネ化を進め、エネルギー価格高騰を受けにくい農業水利システム（管理手法、設備）

への転換に取り組みます。

　（11）農業用ダムにおける洪水調整機能に取り組みます。

　（12）業務継続計画（ＢＣＰ）に基づき、地震等の災害に備え対策に努めます。

　（13）その他本土地改良区の業務運営に必要な活動等を行います。

　　　　・関係機関に予算の確保と政策要望等の活動を行います。

　　　　・関係機関、団体及び協議会と協議・調整を密接に行います。

　　　　・施設の維持管理と点検整備の技術向上に努めます。

　　　　・農事用電気料金制度の継続及び電気料金の負担軽減等要望活動を行います。

　　　　・NTT 専用回線サービス提供終了の延期や料金制度の要望活動を行います。

　　　　・土地改良区の広報活動を行います。

　　　　　（土地改良区だよりの発行、施設見学会及び研修会の開催、小学生への出前授業の実施、ホームペー

ジの充実、農業関連の催事への参画等）

令和７年度　一般会計収支予算の内訳

１．土地改良事業

収入

454,159
（73.54%）

７．業務委託

料収入

31,265
（5.06%）

５．交付金

収入

26,101
（4.23%）

２．附帯事業収入

３．特定資産運用収入

（0.10%）

11．固定資産売却収入

12．他会計繰入金

13．繰越金

（1.63%）

４．補助金等収入

63,640
（10.31%）

10．特定資産

取崩収入

25,292
（4.10%）

６．寄付金収入

８．雑収入

９．借入金収入

（1.03%）

※内賦課金

276,248
（44.73%）

６１７,５３１千円

収入予算額

５．支払利息

６．固定資産取得支出

８．雑支出

９．他会計繰出金

10．繰越金

11．予備費

（0.16%）

３．土地改良事業

負担金支出

77,673
（12.58%）

２．一般管理費

支出

82,175
（13.31%）

１．土地改良事業費

支出

428,303
（69.36%）

※内電力料

222,810
（36.08%）

７．特定資産積立支出

17,286
（2.80%）

４．借入金返済支出

11,082
（1.79%）

支出予算額

６１７,５３１千円
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２．事業計画

　（１）県営水利施設等保全高度化事業の促進を図ります。（日野川地区）

　（２）市町との連携による基幹水利施設管理事業により施設機能の適正な発揮を図ります。（日野川地区　

第１段揚水機場、第２段揚水機場、蔵王ダム）

　（３）市町との連携による水利施設整備事業により施設の長寿命化と省力化を図ります。（日野川地区　第

１段揚水機場、第２段揚水機場、蔵王ダム）

　（４）水利施設管理強化事業の実施により農業水利施設の有する多面的機能の適正な発揮を図ります。（日

野川地区）

　（５）土地改良施設維持管理適正化事業、小規模土地改良事業の実施により施設の整備を図ります。

　（６）農業水路等長寿命化・防災減災事業の実施により施設の整備を図ります。

　（７）施設の機能診断に基づく機能保全計画の策定や防災減災対策の推進に努めます。

　（８）利水調整規程に基づき適切な農業用水の配水とため池の有効利用及び節水・節電対策に取り組んだ送

水に努めます。

　（９）再生可能エネルギー（太陽光発電）事業に取り組みます。

　（10）農業水利施設の省エネ化を進め、エネルギー価格高騰を受けにくい農業水利システム（管理手法、設備）

への転換に取り組みます。

　（11）農業用ダムにおける洪水調整機能に取り組みます。

　（12）業務継続計画（ＢＣＰ）に基づき、地震等の災害に備え対策に努めます。

　（13）その他本土地改良区の業務運営に必要な活動等を行います。

　　　　・関係機関に予算の確保と政策要望等の活動を行います。

　　　　・関係機関、団体及び協議会と協議・調整を密接に行います。

　　　　・施設の維持管理と点検整備の技術向上に努めます。

　　　　・農事用電気料金制度の継続及び電気料金の負担軽減等要望活動を行います。

　　　　・NTT 専用回線サービス提供終了の延期や料金制度の要望活動を行います。

　　　　・土地改良区の広報活動を行います。

　　　　　（土地改良区だよりの発行、施設見学会及び研修会の開催、小学生への出前授業の実施、ホームペー

ジの充実、農業関連の催事への参画等）

令和７年度　一般会計収支予算の内訳

１．土地改良事業

収入

454,159
（73.54%）

７．業務委託

料収入

31,265
（5.06%）

５．交付金

収入

26,101
（4.23%）

２．附帯事業収入

３．特定資産運用収入

（0.10%）

11．固定資産売却収入

12．他会計繰入金

13．繰越金

（1.63%）

４．補助金等収入

63,640
（10.31%）

10．特定資産

取崩収入

25,292
（4.10%）

６．寄付金収入

８．雑収入

９．借入金収入

（1.03%）

※内賦課金

276,248
（44.73%）

６１７,５３１千円

収入予算額

５．支払利息

６．固定資産取得支出

８．雑支出

９．他会計繰出金

10．繰越金

11．予備費

（0.16%）

３．土地改良事業

負担金支出

77,673
（12.58%）

２．一般管理費

支出

82,175
（13.31%）

１．土地改良事業費

支出

428,303
（69.36%）

※内電力料

222,810
（36.08%）

７．特定資産積立支出

17,286
（2.80%）

４．借入金返済支出

11,082
（1.79%）

支出予算額

６１７,５３１千円
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県営事業 日野川地区（令和6年度 実施状況）

■ 頭首工施設整備工事
 《工事概要》

　　工事場所 ： 滋賀県蒲生郡日野町小井口 地先

　　工事内容 ： 土砂吐ゲート　塗装、水密ゴム取替、巻上機整備

　　　　　　　 取水ゲート（２門）　塗装、水密ゴム取替、開閉器更新

　　　　　　　 管理ゲート（2門）　塗装、水密ゴム 取替

土砂吐ゲート塗替塗装　整備前

土砂吐ゲート　扉体搬出中

土砂吐ゲート塗替塗装　整備後

土砂吐ゲート巻上機　整備後 取水ゲート開閉器　整備後

県営事業 日野川地区（令和6年度 実施状況）

扉体搬出中

管理ゲート２　整備後管理ゲート１　整備後

扉体搬出中

取水ゲート（右岸１）　整備後 取水ゲート（右岸２）　整備後

水土里ネット日野川流域だより　2025.6.110



県営事業 日野川地区（令和6年度 実施状況）

■ 頭首工施設整備工事
 《工事概要》

　　工事場所 ： 滋賀県蒲生郡日野町小井口 地先

　　工事内容 ： 土砂吐ゲート　塗装、水密ゴム取替、巻上機整備

　　　　　　　 取水ゲート（２門）　塗装、水密ゴム取替、開閉器更新

　　　　　　　 管理ゲート（2門）　塗装、水密ゴム 取替

土砂吐ゲート塗替塗装　整備前

土砂吐ゲート　扉体搬出中

土砂吐ゲート塗替塗装　整備後

土砂吐ゲート巻上機　整備後 取水ゲート開閉器　整備後

県営事業 日野川地区（令和6年度 実施状況）

扉体搬出中

管理ゲート２　整備後管理ゲート１　整備後

扉体搬出中

取水ゲート（右岸１）　整備後 取水ゲート（右岸２）　整備後
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日野川流域土地改良区　水利委員会委員　名簿
（令和7年度～令和8年度）

　　多段系（東近江市・日野町・竜王町域）には、「施設より供給される用水を適正に配分し、地区内

の水資源の有効活用を図る」ことを目的として、用水系統別に７つの水利委員会が設けられています。

水利委員につきましては次の名簿の方々にご就任頂きました。

　また、管網系水利委員会については、近江八幡西部土地改良区の定款及び用配水調整委員会規程等の

定めるところによります。

　なお、用水配分等に関しては水利委員さんを通じて当改良区事務局に連絡してください。

財務大臣政務官

全国水土里ネット会長会議顧問　進藤 金日子　様

話題提供　「食料・農業・農村基本法の改正について」

株式会社　イカリファーム

代表取締役　井狩　篤士　様

話題提供　「（株）イカリファーム経営改善の軌跡」

　午前中は、施設見学をして頂き、午後からは農のある豊かな暮らし未来へと題し、令和6年6月8日  

東近江市あかね文化ホールで開催しました。次の方々から話題提供を頂きました。

日野川流域　農業・農村フォーラム2024
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日野川流域　農業・農村フォーラム2024

竜王町北部地区　水利委員会

委　員　名

1 栗　場　義　廣

2 図　司　増　行

3 大　谷　九次郎

4 田　中　秀　樹

5 松　瀬　新　一

6 坪　田　四三次

7 玉　尾　　　昇

8 市　田　　　太

竜王町東部地区　水利委員会

委　員　名

1 園　田　宗　一

2 廣　瀬　松　男

3 山　添　光　高

4 岡　田　眞　男

5 三　井　久　雄

6 山　中　建　男

7 田　中　秀　樹

8 片　倉　智　子

9 西　村　周　記

10 古　株　昇　治

11 澤　　　正　晴

12 布　施　九　蔵

13 高　橋　秀　男

蒲生頭首工　水利委員会

委　員　名

1 北　川　　　勇

2 奥　村　重　文

3 吉　岡　善　明

4 津　田　長　寿

5 村　井　　　暉

6 根　本　直　輝

7 安　田　伸　幸

8 谷　村　豊　和

9 谷　口　三喜男

10 中　井　利　幸

11 竹　中　　　隆

12 園　田　宗　一

13 高　橋　秀　男

14 山　田　清　広

15 古　株　大　嗣

16 古　株　昇　治

17 西　村　一　男

18 図　司　増　行

19 竹　山　　　清

蓮花寺頭首工　水利委員会

委　員　名

1 田　上　弘　紀

2 奥　野　久　宣

3 東　川　俊　男

4 坂　本　富三和

5 西　谷　昭　次

6 橋　本　利　雄

7 望　田　光　男

8 西　川　俊　弘

9 森　島　正　志

10 田　中　政　美

11 市　川　雅　人

12 前　田　　　保

13 川　西　彌三郎

14 野　村　秀　平

15 村　田　忠　嗣

16 小　島　　　勉

17 中　島　英　和

18 中　野　　　刃

別所頭首工　水利委員会

委　員　名

1 木　田　新　治

2 三　添　　　衛

3 池　内　久　男

4 田　中　　　宏

5 山　中　幸　造

6 図　司　浩　次

7 坪　倉　清　司

8 前　宮　信　次

9 前　宮　義　高

10 山　口　光　男

11 安　井　　　治

12 圖　司　與志文

13 門　谷　幸　男

14 石　岡　寛　次

15 安　部　幸　雄

16 田　中　茂　樹

17 北　川　　　勇

18 奥　村　重　文

19 西　田　徳　廣

20 西　村　達　夫

21 青　木　良　明

22 福　永　浩　和

23 向　井　　　茂

24 谷　口　　　太

25 田　中　芳　文

佐久良川　水利委員会

委　員　名

1 中　西　忠　弘

2 加　納　半史郎

3 武　田　久　生

4 大　道　喜　治

5 増　田　喜　一

6 奥　村　恒　雄

7 得　知　秀　行

8 前　田　能　利

9 田　嶋　儀　一

10 小　森　豊　一

11 渡　邊　民　夫

12 大　橋　正　美

13 奥　野　久　宣

14 東　川　俊　男

蔵王ダム　水利委員会

委　員　名

1 北　岡　秀　王

2 岡　　　良　昌

3 仲　上　伸次朗

4 池　内　　　誠　

5 竹　村　敏　郎

6 岸　田　六之丞

7 飯　室　清　治

8 満　田　久　司

9 増　田　武　彦

10 池　田　　　香

11 木　村　郁　夫

12 瀬　川　幹　司

13 岸　村　達　也

14 髙　井　亮　一

15 市　田　喜　久

16 守　村　賢　次

17 小　森　良　美

18 久保田　幸　雄

19 橋　本　孝　男

20 西　村　　　力

21 相　坂　佐千男

22 松　村　伊佐雄

23 吉　澤　　　博

24 吉　永　耕　一

25 岩　﨑　保　二

26 門　谷　善　二

27 北　村　源次郎

28 岡　田　春　樹

29 図　司　浩　次

蔵王ダム　水利委員会

委　員　名

30 藤　沢　彦　夫

31 岡　崎　寅　一

32 大　野　伊三典

33 中　西　由　美

34 瀬　川　善　次

35 野　﨑　清　一

36 谷　口　智　哉

37 野　出　正　巳

38 岡　　　伊佐夫

39 瀬　川　友　和

令和７年４月１日現在（敬称略・順不同）

管網系掛（近江八幡市域）のほ場整備のパイプラインの管理については、近江八幡西部土地改良区が維持管理しています。
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よくあるご質問

①水を使用していなくても賦課金は払わないといけないの？
　水道とは違い、水を使う・使わない又耕作放棄地に関わらず、当土地改良区の受益地区内であ

る場合は賦課金をお支払い頂く必要があります。

②耕作できなくなったらどうしたらいいの？
　各市町の農業委員会または農地中間管理機構にご相談ください。

③組合員の異動はどうしたらいいの？
　土地改良法第43条の規定に基づき、組合員資格得喪通知書の届出をお願いします。

　農業委員会の届出や水稲細目書、法務局の所有権異動などで自動的に土地改良区の組合員は異

動しません。組合員資格得喪通知書は、当土地改良区に備えています。ウェブサイトにも掲載

していますので、ご活用ください。

　（近江八幡市域組合員については、近江八幡西部土地改良区と併せて届出できるようになってい

ますので、両改良区へお問合せください。）

④地区除外決済金とは？
　土地改良法第42条第2項（決済の義務）により、残存農地が将来過重負担にならないように施設

の維持管理費の将来にわたる負担額を一括して納入頂くものです。

⑤滞納処分について
　督促状や催告にも関わらず、賦課金が納入されない場合、滞納者に対し地方税の例により滞納

処分の手続きを進めています。（土地改良法第39条第5項）

　滞納処分とは、滞納者の実態調査を行い、預貯金などを差押え滞納賦課金へ充当することです。

納入についてご相談がある場合は当土地改良区財務係へお問合せください。

⑥用水不足が生じたらどうしたらいいの？
　各地区の水利委員や集落営農役員等を通じて、当土地改良区へ連絡してください。管網系水利

委員会については、近江八幡西部土地改良区の定款及び用排水調整委員会規程の定めによりま

す。末端管理施設など当改良区管理外の施設が要因の用水不足や水路補修については、当土地

改良区で対応できかねる場合がございますので、ご了承ください。

　昨年8月に土地改良区ホームページでお知らせしたとおり、第2段揚水機場

において電動機集電部の焼損事故が発生し、現在、3台のポンプのうち1台が

故障しています。その後、早期の復旧を目指し予算（補助金を含む）を確保し、

復旧工事を令和6年11月18日に「関西日立（株）」と契約締結しましたが、交

換部品の納期が長期化し復旧完了までに8.5 ヶ月程度（交換部品納期7ヶ月、

工場整備1.5 ヶ月）掛かる見通しとなっています。現在のところ復旧予定は8

月中となる見込みです。

　つきましては、令和7年度のかんがい期にはポンプ2台での送水となり、需

要期の用水不足が懸念されることから、用水使用にあたり、集中取水・かけ流

し等による必要以上の取水にならないよう、また、ため池の有効利用をしてい

ただき、用水管理の徹底にご協力をお願いします。

　復旧完了次第、3台のポンプによる送水を再開させていただきますので、そ

の際は改めてお知らせさせていただきます。

　組合員の皆様に、ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願いいたします。

お 知 ら せ

第2段揚水機場ポンプ故障に伴う復旧状況について
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ごみのポイ捨てや不法投棄はやめてください
　ごみのポイ捨てや不法投棄があると頭首工取水口や農業用水路に流れつくことがあります。また、畦

畔等の除草をされた際は、水路に刈草を流されないようよろしくお願いします。管理施設の巡回時や除

塵機により除塵を行っていますが、取水口や水路に刈草が溜まりかんがいに支障をきたす場合がありま

すので、皆様方のご理解とご協力をお願いします。

　農事用電力料金につきましては、再生可能エネルギー発電促進賦課金や原油価格

の高騰による燃料調整単価が上昇しています。このことにより、令和6年度の電力

使用量は13,600千kWh、電力料金は約2.0億円となり、値上げ前の令和3年度と

比べて約5千万円増加しており、まだまだ高い状態が続いております。

　今年度も電気代の増大が懸念されます。各組合員農家の皆様に配布致しました「配

水計画」カレンダーにも記載（改良区HPにも掲載しています）のとおり、引き続き

節水・節電対策を推進するため、下記時間帯において5月下旬頃から夜間の減量送

水運転の取り組みを計画しております。

　ご理解とご協力をお願いいたします。

《節水・節電対策 時間》
午後9時から翌朝午前4時

※ 需要量が増加した場合は、節水・節電対策運転を中断し24時間連続運転に変更します。
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　主に組合員の皆様に向けて、配水計画や土地改良区の状況について発信していきますの

で、是非ご覧ください。

　組合員資格得喪通知書の様式や記入例を掲載していますので、届出される方はご活用く

ださい。

日野川流域土地改良区　ホームページ

水土里ネット日野川流域 検索ＵＲＬ：https://hinogawa.or.jp

ＵＲＬ：https://hinogawa.or.jp

メンバー ID：hinogawa5775

パスワード:midorinet1717

　定款及び諸規程については、事務軽減や経費節減の観点から改良区ホームページからご

覧頂く方法に変更しています。

日野川流域土地改良区　定款及び諸規程について

各証明等の手数料について

●個人情報保護に関する規程に基づく手数料

●農地法第4条及び第5条等に基づく各種意見書並びに証明書、

　諸種の証明書（再交付含む）

　※各種意見書並びに証明書、諸種の証明書

　　令和7年4月1日より　手数料改定（1件につき200円→500円）

●証明書及び同意書等を発行するための事前の立会・現地調査

●情報公開規程に基づく書面の複写費用

３０円

５００円

１,５００円

1 件につき

1 件につき

1 件につき

規程に定めるとおり

　土地改良施設の他目的使用につきましては、別途使用料を徴収しますので詳細は事務局ま

でお問合せください。

事務局体制について

農地転用と地区除外決済金について

　農地を宅地等に転用する場合又は国・県・市町の

公共事業（道路、河川等）の買収により地区除外す

る場合、田畑転換される場合は農地転用等の通知及

び地区除外申請と決済金の納入が義務づけられてい

ます。これらの手続きをされない限り賦課金が請求

されることになりますので、申請の手続きを必ずお

願いします。

　決済金は、整備事業に対する地元負担金と維持管

理事業にかかる額を一括して納入することになりま

す。

　令和７年度地区除外決済金は次のとおりです。

（1㎡当たり単価）

　　１．近江八幡市域の田　１２６.２７円

　　２．上流三市町域の田　１２６.２７円

　　３．上流三市町域の畑　　６７.３６円

　　　（畑かん地区）

　地区除外申請については、当該年度末日までに申

請してください。

　当該年度末日以降に申請された場合は、翌年度賦

課金は賦課されます。

　農地転用をする場合は、農業振興地域整備計画（軽

微）変更又は農用地区域の変更（白地）手続きを完

了してから申請してください。

　ただし、「農業振興地域の整備に関する法律」では、

土地改良事業の施行にかかる土地について、その土

地改良事業の工事完了年度の翌年度から起算して８

年を経過していないと農用地区域の変更はできない

こととなっています。

◆農地転用等の申請書類について

　農地転用等による地区除外については、次の書類

が必要です。（申請書類は当改良区にあります）

①４条申請【本人の土地を本人による転用】

　１．農地転用等の通知書（１部）

　２．地区除外申請書（１部）

　３．協議書（２部）

　４．附属資料（登記事項要約書または登記事項証

明書、位置図・平面図等）

②５条申請【所有権の異動を伴う転用】

　１．農地転用等の通知書（１部）

　２．地区除外申請書（１部）

　３．協定書（３部）

　４．附属資料（登記事項要約書または登記事項証

明書、位置図・平面図等）

（週3日勤務） （個人情報保護管理者）

課長補佐

（新規採用）

（週3日勤務） （週3日勤務）

令和７年４月１日
理事長

森嶋　利和 安井　一裕

事務局長

島林　敏雄

副理事長

小椋　正清 小西　理 堀江　和博

専務理事 会計担当理事

西田　秀治

内池　義人 課長補佐 　臼井　徹

林　祥雄

ダム管理所

所長 西村　聡

総　務　課 管　理　課

 課長  池元　太郎 （会計主任） 課長 　西山　保道

副参事 　池内　俊宏

(兼)係長 池元　太郎 (兼)係長 梅村　篤史 梅村　篤史 係長

（管理責任者）

(兼)係長

会　計　係 庶　務　係 財　務　係 土　木　係 施　設　係管　理　係

(兼)係長 内池　義人 (兼)係長 臼井　徹

　梅村　篤史課長補佐

土田　悟司（兼） 土田　悟司兒島　啓人

（兼） 兒島　啓人 技師補 杉本　和音

主事 外村　暢香 （兼） 外村　暢香 技師（兼） 外村　暢香

事務員 　中嶌　幸作

（兼） 紺藤　大貴 主事 紺藤　大貴

主任

主事補 中村　杏菜

工務員

総務課付臨時職員 管理課付臨時職員

藤澤　充津子 中嶋　明江 濱口　恵理 寺島　啓子

　藤﨑　義輝三浦　務 工務員 　古川　清工務員里本　桂二 工務員 　田中　治和 工務員
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　主に組合員の皆様に向けて、配水計画や土地改良区の状況について発信していきますの

で、是非ご覧ください。

　組合員資格得喪通知書の様式や記入例を掲載していますので、届出される方はご活用く

ださい。

日野川流域土地改良区　ホームページ

水土里ネット日野川流域 検索ＵＲＬ：https://hinogawa.or.jp

ＵＲＬ：https://hinogawa.or.jp

メンバー ID：hinogawa5775

パスワード:midorinet1717

　定款及び諸規程については、事務軽減や経費節減の観点から改良区ホームページからご

覧頂く方法に変更しています。
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●農地法第4条及び第5条等に基づく各種意見書並びに証明書、

　諸種の証明書（再交付含む）

　※各種意見書並びに証明書、諸種の証明書

　　令和7年4月1日より　手数料改定（1件につき200円→500円）

●証明書及び同意書等を発行するための事前の立会・現地調査

●情報公開規程に基づく書面の複写費用

３０円
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１,５００円
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1 件につき

1 件につき
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　土地改良施設の他目的使用につきましては、別途使用料を徴収しますので詳細は事務局ま

でお問合せください。
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農地転用と地区除外決済金について

　農地を宅地等に転用する場合又は国・県・市町の

公共事業（道路、河川等）の買収により地区除外す

る場合、田畑転換される場合は農地転用等の通知及

び地区除外申請と決済金の納入が義務づけられてい

ます。これらの手続きをされない限り賦課金が請求

されることになりますので、申請の手続きを必ずお

願いします。

　決済金は、整備事業に対する地元負担金と維持管

理事業にかかる額を一括して納入することになりま

す。

　令和７年度地区除外決済金は次のとおりです。
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請してください。

　当該年度末日以降に申請された場合は、翌年度賦

課金は賦課されます。

　農地転用をする場合は、農業振興地域整備計画（軽

微）変更又は農用地区域の変更（白地）手続きを完

了してから申請してください。

　ただし、「農業振興地域の整備に関する法律」では、

土地改良事業の施行にかかる土地について、その土

地改良事業の工事完了年度の翌年度から起算して８

年を経過していないと農用地区域の変更はできない

こととなっています。

◆農地転用等の申請書類について

　農地転用等による地区除外については、次の書類

が必要です。（申請書類は当改良区にあります）

①４条申請【本人の土地を本人による転用】

　１．農地転用等の通知書（１部）

　２．地区除外申請書（１部）

　３．協議書（２部）

　４．附属資料（登記事項要約書または登記事項証

明書、位置図・平面図等）

②５条申請【所有権の異動を伴う転用】

　１．農地転用等の通知書（１部）

　２．地区除外申請書（１部）

　３．協定書（３部）

　４．附属資料（登記事項要約書または登記事項証

明書、位置図・平面図等）

（週3日勤務） （個人情報保護管理者）

課長補佐

（新規採用）

（週3日勤務） （週3日勤務）

令和７年４月１日
理事長

森嶋　利和 安井　一裕

事務局長

島林　敏雄

副理事長

小椋　正清 小西　理 堀江　和博

専務理事 会計担当理事

西田　秀治

内池　義人 課長補佐 　臼井　徹

林　祥雄

ダム管理所

所長 西村　聡

総　務　課 管　理　課

 課長  池元　太郎 （会計主任） 課長 　西山　保道

副参事 　池内　俊宏

(兼)係長 池元　太郎 (兼)係長 梅村　篤史 梅村　篤史 係長

（管理責任者）

(兼)係長

会　計　係 庶　務　係 財　務　係 土　木　係 施　設　係管　理　係

(兼)係長 内池　義人 (兼)係長 臼井　徹

　梅村　篤史課長補佐

土田　悟司（兼） 土田　悟司兒島　啓人

（兼） 兒島　啓人 技師補 杉本　和音

主事 外村　暢香 （兼） 外村　暢香 技師（兼） 外村　暢香

事務員 　中嶌　幸作

（兼） 紺藤　大貴 主事 紺藤　大貴

主任

主事補 中村　杏菜

工務員

総務課付臨時職員 管理課付臨時職員

藤澤　充津子 中嶋　明江 濱口　恵理 寺島　啓子

　藤﨑　義輝三浦　務 工務員 　古川　清工務員里本　桂二 工務員 　田中　治和 工務員
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届出について（お願い）

こんなときは、必ず土地改良区へ申請・届出を
お願いします。

１．農地の異動、組合員の変更があったとき
　●土地の所有権（売買、相続等）、耕作権の

異動（利用権の設定等）

　●組合員の変更（組合員の死亡、農業者年金

受給による経営移譲等）

　●住所変更等

　　土地改良法第43条第1項の規定に基づき、

組合員資格得喪通知書により組合員名資格の

変更のため必ず届出をお願いします。

　　当土地改良区ホームページに様式を掲載し

ていますので、ご活用ください。

　　なお、近江八幡市域組合員の方につきまし

ては、近江八幡西部土地改良区と併せて上記

の届出をお願いします。両改良区へお問合せ

ください。

２．農地を転用するとき
　●農地を宅地等へ転用

　●公共用地（公共事業による農地転用、道路

敷、河川敷）買収による農地転用

３．土地改良施設等を使用するとき
　●土地改良施設、用地を他目的使用

令和７年度賦課金及び
負担金について

　賦課金及び負担金につきましては、土地改

良区の運営や維持管理事業に必要な財源です。

その趣旨をご理解頂き期限内に納入頂きます

ようよろしくお願いします。

　なお、期限内に納入されないと土地改良法

第39条第5項の規定に基づく、滞納処分の手

続きを行うこととなります。

　令和6年度につきましては、17件の滞納処分

の知事認可を得て、7件の預貯金(R7.3.31現在)

の差押えを執行しました。

種　類
賦課基準

（10ａ当たり）円
徴収期日区分

事務所費

経
常
賦
課
金
及
び
負
担
金

用
水
費
・
頭
首
工
費

維
持
管
理
費

八幡域用水費

上流三市町域

用 水 費

４　　号

井 堰 費

〃

（畑かん地区）

 〃 （用水単独）

全期

全期

前期
後期

前期
後期

全期

560

4,950

2,800
2,650

1,400
1,325

総額50,000

R7.12. 1

R7. 9.30

R7.12. 1

R7. 6.30
R7.10.31

R7.10.31

R7. 6.30
R7.10.31

新規採用職員のご紹介

管理課　技師補　杉本　和音

　４月１日から管理課施設係に配属になりました。

　初めての仕事で大変緊張しておりますが、即

戦力となるよう頑張りますので、よろしくお願い

します。

すぎ もと あい と
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